
【本部役員の選出方法について】

ご意見 回答

① 本部役員の選出は立候補と抽選に戻してもよいのではないでしょうか。

■役員の任期が１年のため、前年度の業務を引き継いでこなすだけで精一杯になるのが現状ですし、やむを得ないことだとも思いますが、少しずつでも活動内容の見直し

を繰り返しながら次年度へ引き継いでいくことができれば、会員のみなさんのご意見を反映した活動になります。

こういったことからも、（当たってもできないという方よりも）当たったらしっかりやる！という方に手を挙げていただきたいと考えています。

■抽選で選出する場合、次のような点について検討し会員のみなさんに同意いただく必要もあります。

①対象は全会員 or 免除申請を受け付ける

（免除対象はどこまでか。乳幼児がいる・子どもや保護者が病気や障害がある・単身赴任などでワンオペ状態・共働き・その他）

②自己申告 or 証明が必要

誰に申告して誰が認否を判断するのか。プライベートな情報を他人に知らせることに問題はないか。病気の診断書や身障者手帳などの提出まで求めるのか、そのことに問

題はないのか。

③選出されて仕方なく役職を引き受けても、実質的には活動できないという人が他の役員と揉める可能性がある。

※ここ数年は立候補で決まっていましたが、これは本部役員を担うとその後は地域委員に選ばれないという免除規定があったことが大きな理由でした。先日の会則改定に

より、来年度の地域委員の廃止が決まったため、本部役員にあえて手を挙げる方がいなかったと考えられます。

また、改革期に立候補することに躊躇されたことも要因と考えています。

ご意見 回答

②

立ち当番と会費のみで良いのではないでしょうか。

何か月ずつではなく負担を減らすため教員の方に1年間で一回だけで出してもらう。

業者に委託しても問題ない。

③ ボランティアの方や会費をあげて業者に委託するでも問題ないと思います。

④ 毎日ではなく頻度を減らしてもいいのではないでしょうか。

⑤
３～４年後に旗当番廃止へとゆっくり進めていけばいいのでは。保護者の意識が追い付いていな

い。

⑥ 立ち当番は犯罪の抑止力になっている。ベストを着ての活動が重要では。

⑦ ＰＴＡではなくても存続できないか。Web募集して登録制にしてみては。

⑧ 子どもの安全のために必要なことは理解できるが、共働きのため毎回出ることは難しい。

⑨
PTA廃止となると、学校からの立ち当番表作成のための個人情報の提供は可能でしょうか。

また、子ども会からの提供は可能でしょうか。

基本的には、PTAでなければ学校からの情報を提供してもらうことはできません。

また、子ども会はPTAから情報提供を受けているのでできません。

PTAが廃止されれば、独自に個別に情報提供を依頼するしかないですが、全員が同意しない可能性があり難しいと思われます。

⑩ PTA主体ではなく、自治会など各丁ごとに実施することは不可能か。 指示系統の必要性や、個人情報の問題により難しいと思われます。

⑪ 来年度以降も安全リーダーさんは活動を継続されるのでしょうか。 廃止されるとはお聞きしていませんので、継続されるものと考えています。

ご意見 検討・回答

⑫ PTAを廃止して保護者会を立ち上げては。

本部でも保護者会設立の可能性について、他校の事例などを踏まえ検討しました。その結果、保護者会であったとしても主要メンバーとして活動していただく方が必要な

ことはPTAと変わらないようです。

来年度、保護者会を立ち上げるには時間的な余裕がありませんが、再来年度以降の選択肢の一つです。

⑬

今回のPTAの改革を受けて、大きな不安を抱えています。もともと、今回の改革に関しては、当初から反対の姿勢を貫いていました。そして、本部役員

の立候補者が出てこないというのは、十分予測できたことです。それが現実になって初めて「PTAがなくなったら、こんなに困りますよ」というのは、

後出しでしかありません。それを示すとするのであれば、投票を行う前にすべきだったと思います。厳しい意見になりますが、現PTA会長および本部の

方々の今回の改革は、様々なケースを想定するという作業を怠り、「きっと大丈夫だろう」と安易な期待だけで、暴走したと言わざるを得ません。 　以

前にも意見させていただきましたが、PTAは本来「子どもたちのため」にあるものです。PTAが存続できなくなって、子どもたちが困ることになるの

は、一番避けなければなりません。もし、PTAの存続が困難な状況になったとしても、子どもの見守り（特に登下校）については、対策を講じていただ

くよう強く希望します。 　また、今回の改革に際して、疑問に思っていることがあります。それは、どれだけ学校（校長）が関わっていたのかというこ

とです。本来、PTAは保護者（Parents）と教員（Teacher）からなる組織（Association）です。そもそも、保護者と学校が密に連携を図っていればこ

のような事態になっていなかったと思っています。お互いに、子どもたちのために意見を交換し合い、より好ましい選択を模索していくという、本来あ

るべき姿があったように感じられません。もし、学校側が十分、介入していなかったとすれば、学校側にも責任があるように思えてなりません。青山小

の教職員のPTAへの関わりが希薄すぎることは、ある意味不信感を生む材料になってしまっているように感じます。保護者と学校の橋渡しとしての役割

という意味でも、本部の方々には学校側への働きかけをお願いしたいです。 　最後に、正直に申し上げて、青山学区は、教職員、PTA本部および保護者

それぞれに、他の学区では見られないような特有の課題があるように見受けられます。お互いがそれぞれの意見ばかりを主張し、歩み寄りが見られない

ところに問題の根深さがあるのではないでしょうか。学校とは子どもたちのためにあるものです。保護者と教職員が良好な関係を築かずして、子どもた

ちの健全な成長と質の高い教育は望めません。子どもたちの存在を置き去りにして、大人たちの都合や価値観を押し付け合うようなことはやめません

か？この改革を機に、子どもたちの将来のために、私たち大人が本当にすべきことを見つめ直すきっかけとなればと強く願います。

ご意見、ご指摘ありがとうございます。

会則改定の説明資料の中で、立候補がなければPTAの存続について会員のみなさんにご意見を伺うとお示ししており、立候補がない可能性についても想定していました。

今回配布した「廃止になったときに起こること」については、確認のために配布しています。会則改定の投票時には質問をいだだく期間も設け、デメリットに関するご質

問にも回答しており対応できていると考えています。

立ち当番を実施するには、学校が把握している各世帯の住所、お子さんの学年などの個人情報が必要です。これまではPTA入会意思確認書において「PTA活動に関するこ

とに限り個人情報の提供に同意する」ことが確認できていることを根拠に、学校から情報提供してもらっていましたが、PTAが廃止となった場合には情報を得ることが難

しくなるため当番表の作成ができず、制度の継続は厳しいと考えています。

『子どもたちのために、できるときに、できることを』の実現のため、会員のみなさんにも一緒に考えていただけるよう問題提起していくとともに、 学校にも今後さらに

PTA活動に関わっていただけるよう働きかけていきます。

⑭
ＰＴＡ連合会に属していることで、非会員も同じように子供をあつかわなければいけない。

その解消のため、PＴＡ連合会を脱退できないのでしょうか。

PTAはその学校に通うすべての子どもたちのための活動であることは、PTA活動の根本であり本会の会則でもそのことを定めています。ただし、PTA経費で児童個人

に渡されるものについては、非会員には費用負担を求めるべきであると考えています。（現在、青山小PTAとして児童個人に渡しているものはありません）

市（県）PTA連合会への加入も任意ですので、会員のみなさんの同意があれば退会することは可能です。

⑮

①PTA改革前後のPTA入退会推移を教えて下さい、出来たら入会退会それぞれ理由を開示できる

範囲で教えて下さい 。

②ボランティアを前提としたPTAの理想の形と、今回の立候補者不在の結果について、この

ギャップを現段階でどの様にお考えか教えて下さい。

①今年度の（2～6年生）退会数は10世帯未満（退会理由は役職が負担や未記入など）。1年生の加入率は約90％で例年よりも低かったです。

②理想の形は、自らの判断で加入・非加入を選択でき、無理のない範囲で活動できること。

立候補者が１名ということは、個々の理由はどうであれ、本部役員を引き受けることはできないと判断された結果であると捉えています。

⑯ 卒業後も時間があればフォローしてもらえるよう、OB枠があっても良いのでは？ ご意見ありがとうございます。

⑰ 学校や教育委員会へ保護者の総意を伝える団体としてPTAは必要だと思う。 ご意見ありがとうございます。

⑱
会費は学校で保管してもらい備品等必要なものの要望があればそこから学校で購入してもらえ
ばよい。

ご意見ありがとうございます。

⑲

PTAは規模を縮小してもよいが、子どものための組織なので必要。保護者の総意を伝えるこ

と、広報誌（先生紹介）はあったほうがよい。逃走中のような子どもが喜ぶイベントは残した
ほうがよい。コピー機の契約はスポ少が担えばよい。子ども同士や保護者間の交流は今も感じ
ていない。学校運営や地域団体との会議は不要なものも多いのではないでしょうか。

ご意見ありがとうございます。

⑳
秋に改定となった会則を見直したいと思い、ホームページなどで探しましたが見つけることはで

きませんでした。
ホームページを更新し改定後の会則をアップします。

㉑
具体的にどのようなことをするのか、現在PTAをやってくださってる方達はどのようなスケ

ジュールでPTAに参加されているのか知りたいです。
本部役員募集の際にお配りしておりますが、再配信します。

意見交換会では、立ち当番がいるのか、いらないのか、継続するにはどのような課題があるのか、PTAが保護者の総意を学校などへ伝える役割などについて多くの議論がありました。

内容すべてを掲載することは難しいので集約してお知らせします。

【立ち当番の存続・廃止などについて】

次年度地域委員の廃止については会則改定にて決定事項です。立ち当番存続のためには本部役員・青サポ委員が必須となります。

立ち当番に関するご意見は①現状の場所、回数で継続、②交通量や当番回数に合わせて場所や回数を見直していく、③廃止する、④業者に委託する、など様々です。

PTA存続の条件が揃えば、来年度は②の方向で進めていきたいと思いますが、今後年々変化していく丁ごとの児童数に応じて、当番表を作成していくことは煩雑な作業で

す。現実的には縮小していく方向で保護者のみなさんとお子さんのお心づもりをお願いします。

※小さなお子さまを連れての立ち当番の危険性やお仕事の都合などもありますので、できるときに無理なく立っていただければと思います。

【その他ご意見】


